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１．受講資格 

受講申請するにあたり、次に定める要件を全て満たしていること。 

１）日本国内における看護師免許証を有していること。 

２）受講申請時点で看護師資格取得後、実務経験を概ね 5年以上有していること。 

３）所属施設の部署長の推薦を受け、当該施設として本研修受講を承認されていること。 

 

２．選考方法 

書類審査・面接・部署長の推薦 

 

３．受講申請書類 

１）看護師特定行為研修受講申請書（様式１） 

２）推薦書（様式２） 

３）履歴書（別記様式 1） 

４）職務経歴書（別記様式 2） 

５）小論文 テーマ：「自身が考える特定行為研修を修了した看護師の役割」 

      書式：word 形式 A4版×１枚（800文字以内） 11 ポイント  

横書き 明朝体 

６）看護師免許証の写し（A4サイズに縮小コピー） 

７）看護職賠償責任保険制度への加入証控え（2026 年度分）のコピー 

 

４．書類提出方法 

上記「３．」の書類一式を、下記担当宛に郵送願います。（院内応募者は持参） 

〒211－8533 神奈川県川崎市中原区小杉町１－383 看護部長宛 

 

５．書類提出期間 

2026 年１月 10 日～2026 年１月 30日（9時までに必着）※郵送の場合、当日消印有効 

 

６．選考方法 

特定行為研修管理委員会で協議の上合否を決定します。 

 

７．選考結果 

202６年２月６日、合否通知は事務局よりメールにて行います。 

・受講にあたっては、日本看護協会賠償責任保険に加入していただきます。 

・合格者は、次項に定める受講料を 2026 年 4月 1日までにお支払いください。 

（支払方法については後日お知らせいたします。） 
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８．受講料 

 院外受講生 

特定行為区分 共通科目及び区分別科目 

栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関連 35 万円 

血液ガス分析関連 35 万円 

術中麻酔管理領域（麻酔パッケージ） 60 万円 

※受講料には、演習・施設使用料を含みます。 

※原則、教科書等の指定教材はありません。（参考図書等は自己購入） 

 

９．教育訓練給付制度について 

本研修の一部の区分・領域パッケージについて厚生労働省「教育訓練給付制度」のご利用が

可能です。 

教育訓練給付制度、受給要件等につきましては、厚生労働省HPよりご確認下さい。 

（参考：厚生労働省ＨＰのＵＲＬ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00044.html 

 

＊ＵＲＬが改編されると当該ＱＲコードは使用できませんので予めご了承ください） 

＊インターネットにより「厚生労働省 教育訓練給付金」で検索いただく方法もあります 

（１）厚生労働省 教育訓練給付制度「特定一般教育訓練講座」に指定されている講座 

・栄養に係るカテーテル管理（中心静脈カテーテル管理）関連 

・術中麻酔管理領域 

（２）支給に係る申請手続きは必ずご自身で行う必要があります。詳細はパンフレットや関

連ＨＰを必ずご確認ください。 

 本件問合せ先    

学校法人日本医科大学 日本医科大学武蔵小杉病院 

看護師特定行為研修 事務局 

電話 044－733－5181 

メ－ル kosugi-tokutei.group@nms.ac.j 
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